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 入 札 公 告
 

 

 

 次 の と お り 総 合 評 価 落 札 方 式 に よ る 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。

 

 

                                                     　 　       　 令 和 ６ 年 １ ２ 月 １ ２ 日

 

 

         　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構

             　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 開 発 調 査 セ ン タ ー 所 長 　 　 山 下 　 秀 幸

                                                                       　

 

 １ ． 調 達 内 容

 

海 洋 水 産 資 源 開 発 事 業 （ 東 海 黄 海 海　 （ １ ） 調 達 件 名 及 び 数 量 　 　 　 　 （ 大 中 型 ま き 網

 区 ） ） に 係 る 用 船 及 び 漁 獲 物 販 売 委 託 業 務 　 一 式

 

   （ ２ ） 調 達 仕 様 　 　 　 　 入 札 説 明 書 に よ る 。

 

   （ ３ ） 履 行 期 間  自 ） 令 和 ７ 年 　 ４ 月 １ ６ 日

                                 至 ） 令 和 ７ 年 　 ９ 月 　 ５ 日

 

   （ ４ ） 履 行 場 所  入 札 説 明 書 に よ る 。

 

（ ５ ） 入 札 方 法     入 札 金 額 は 、 用 船 料 １ ヶ 月 分 に 相 当 す る 金 額 を 記 載 す る こ

と 。 ま た 、 落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額

に 当 該 金 額 の １ ０ ０ 分 の １ ０ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額

（ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を

切 り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者

で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の １ １ ０ 分 の １

 ０ ０ に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。

 

 ２ ． 競 争 参 加 資 格

 

（ １ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 契 約 事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 １ ３ 年 ４ 月 １ 日 付 け １ ３

 水 研 第 ６ ５ 号 ） 第 １ ２ 条 第 １ 項 及 び 第 １ ３ 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。

 

（ ２ ） 令 和 ４ ・ ５ ・ ６ 年 度 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 全 省 庁 統 一

資 格 の ｢ 役 務 の 提 供 等 契 約 ｣ の 業 種 ｢ そ の 他 ｣ で 「 Ａ 」 、 「 Ｂ 」 、 「 Ｃ 」 又 は 「 Ｄ 」 い ず れ か

 の 等 級 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る こ と 。 た だ し 、 地 方 公 共 団 体 を 除 く 。

 

（ ３ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 理 事 長 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 販 売 契 約 及 び

 役 務 等 契 約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。

た だ し 、 全 省 庁 統 一 資 格 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る 場 合 は 、 国 の 機 関 の 同 様 の 指 名 停

 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。

 

（ ４ ） 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ３ ２ 条 第

 １ 項 各 号 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。

 

３ ． 入 札 説 明 書 等 の 交 付 方 法 　 　 　 　 　 競 争 参 加 希 望 者 は 、 以 下 に よ り 入 札 説 明 書 等 （ 入 札 説 明

書 、 入 札 心 得 書 、 契 約 書 案 、 入 札 書 様 式 、 委 任 状 様 式 等 ）

 の 交 付 を 受 け る こ と 。

 ① 直 接 交 付

 神 奈 川 県 横 浜 市 神 奈 川 区 新 浦 島 町 １ － １ － ２ ５

 Ｇ Ｒ Ｃ 横 浜 ベ イ リ サ ー チ パ ー ク 　 ６ 階

 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構

 開 発 調 査 セ ン タ ー 開 発 業 務 課

 電 　 話 　 ０ ４ ５ － ２ ７ ７ － ０ １ ７ ９

 Ｆ Ａ Ｘ 　 ０ ４ ５ － ２ ７ ７ － ０ ２ ０ ９

 ② 宅 配 便 着 払 い に よ る 交 付

任 意 書 式 に 「 （ 大 中 型 ま き 網海 洋 水 産 資 源 開 発 事 業

（ ） ） に 係 る 用 船 及 び 漁 獲 物 販 売 委 託東 海 黄 海 海 区

業 務 入 札 説 明 書 希 望 」 と 記 入 し 、 社 名 、 担 当 者 名 、 住

所 、 電 話 番 号 を 記 載 の う え 、 上 記 ① あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す

 る こ と 。

 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ③ メ ー ル に よ る 交 付

任 意 書 式 に 「 （ 大 中 型 ま き 網海 洋 水 産 資 源 開 発 事 業

（ ） に 係 る 用 船 及 び 漁 獲 物 販 売 委 託 業東 海 黄 海 海 区

務 入 札 説 明 書 メ ー ル に て 希 望 」 と 記 入 し 、 社 名 、 担 当

者 名 、 メ ー ル ア ド レ ス 、 電 話 番 号 を 記 載 の う え 、 上 記

 ① あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ と 。

 

４ ． 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所 等 　 　 　 仕 様 書 等 に 関 し 質 疑 が あ る 場 合 に は 、 令 和 ７ 年 １ 月 １ ４

日 ま で に 上 記 ３ ． あ て に メ ー ル （ ア ド レ ス は 入 札 説 明 書 に
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記 載 ） 又 は フ ァ ッ ク ス に て 質 疑 を 行 う こ と 。 当 日 ま で の 質

疑 を 取 り ま と め 、 回 答 は 入 札 説 明 書 受 領 者 全 員 に 対 し て 行

う と と も に 当 機 構 の ホ ー ム ペ ー ジ に て 公 表 す る こ と に よ り

 入 札 説 明 会 に 代 え る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 な お 、 当 該 日 以 降 に 質 疑 が 発 生 し た 場 合 も 随 時 受 け 付 け 、

 同 様 に 対 応 す る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 た だ し 、 質 疑 内 容 に 個 人 に 関 す る 情 報 で あ っ て 特 定 の 個

人 を 識 別 し 得 る 記 述 が あ る 場 合 及 び 法 人 等 の 財 産 権 等 を 侵

害 す る お そ れ の あ る 記 述 が あ る 場 合 に は 、 当 該 箇 所 を 伏 せ

又 は 当 該 質 疑 を 公 表 せ ず 、 質 疑 者 の み に 回 答 す る こ と が あ

 る 。

 

５ ． 提 案 書 の 提 出 方 法 　 　 　 　 　 　 　 　 入 札 者 は 入 札 説 明 書 に 示 す 提 案 書 を 下 記 ６ ． に 定 め る 受

 領 期 限 ま で に 提 出 場 所 に 正 １ 部 を 提 出 す る こ と 。

 

 ６ ． 入 札 の 日 時 及 び 場 所 等

 

 　 （ １ ） 入 札 書 の 受 領 期 限 　 　 　 　 　 令 和 ７ 年 ２ 月 ６ 日 　 １ ２ 時 ０ ０ 分

 　 　 　 　 及 び 提 出 場 所               ３ ． ① に 同 じ 。

 

 　 （ ２ ） 開 札 の 日 時 及 び 場 所         令 和 ７ 年 ２ 月 １ ４ 日 　 １ ４ 時 ３ ０ 分

 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 神 奈 川 県 横 浜 市 神 奈 川 区 新 浦 島 町 １ － １ － ２ ５

                                   Ｇ Ｒ Ｃ 横 浜 ベ イ リ サ ー チ パ ー ク 　 ６ 階

                                   国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 　 会 議 室

　 開 札 後 、 価 格 評 価 点 の 計 算 及 び 技 術 評 価 点 と の 合 計 作 業

が あ る た め 落 札 者 の 決 定 ま で に 時 間 を 要 す る こ と が あ る 。

 ま た 、 下 記 ７ ． で 不 合 格 と な っ た 者 の 入 札 書 は 開 札 し な い 。

 

７ ． 提 案 書 の 審 査 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 入 札 者 が 提 出 し た 提 案 書 は 、 評 価 項 目 一 覧 （ 要 求 事 項 ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 に 記 載 し て い る 評 価 基 準 に 基 づ き 審 査 し 、 点 数 を 決 定 す る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 評 価 項 目 の う ち 基 礎 項 目 に つ い て は 、 基 礎 点 に 満 た な け れ

 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ば 不 合 格 と な る 。

 

 ８ ． そ 　 の 　 他

 

 　 （ １ ） 契 約 手 続 き に お い て

    　 　  使 用 す る 言 語 及 び 通 貨     　 日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 。

 

   （ ２ ） 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金   免 　 除 。

 

（ ３ ） 入 札 の 無 効 　 　 　 　 　 　 本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格 の な い 者 の 提 出 し た 入 札 書

 及 び 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札 書 は 無 効 と す る 。

 

 　 （ ４ ） 契 約 書 作 成 の 要 否 　  　 　 　  要 。

 

（ ５ ） 落 札 者 の 決 定 方 法     　 　 　 　 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で あ り 、 か つ 、 基 礎 項 目 の 要 求

を 全 て 満 た し て い る 提 案 を し た 入 札 者 の 中 か ら 、 総 合 評 価

 の 方 法 を も っ て 落 札 者 を 決 定 す る も の と す る 。

た だ し 、 落 札 者 と な る べ き 者 の 入 札 価 格 に よ っ て は 、 そ

の 者 に よ り 当 該 契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が な さ れ な い お

そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 を 締 結 す

る こ と が 公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と な る お そ れ が あ っ

て 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 予 定 価 格 の 制

限 の 範 囲 内 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 他 の 者 の う ち 最 低 の 価

 格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と す る こ と が あ る 。

 

（ ６ ） 競 争 参 加 者 は 、 入 札 の 際 に 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書

写 し 又 は 全 省 庁 統 一 資 格 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書 写 し を 提 出 す る こ と 。 た だ し 、 地 方 公 共 団

 体 を 除 く 。

 

 （ ７ ） 詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。

 

 ９ ． 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表

 

 （ １ ） 公 表 の 対 象 と な る 契 約 先

 次 の ① 及 び ② い ず れ に も 該 当 す る 契 約 先

① 　 当 機 構 に お い て 役 員 を 経 験 し た 者 （ 役 員 経 験 者 ） が 再 就 職 し て い る こ と 又 は 課 長 相

当 職 以 上 の 職 を 経 験 し た 者 （ 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 ） が 役 員 、 顧 問 等 と し て※ 注 １ 　

 再 就 職 し て い る こ と

② 　 当 機 構 と の 間 の 取 引 高 が 、 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の ３ 分 の １ 以 上 を 占 め て い る こ と

 ※ 注 ２

な お 、 「 当 機 構 」 と は 、 改 称 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 及 び 国 立 研 究 開 発

 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 、 統 合 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 大 学 校 を 含 み ま す 。

※ 注 １ 　 　 「 役 員 、 顧 問 等 」 に は 、 役 員 、 顧 問 の ほ か 、 相 談 役 そ の 他 い か な る 名 称 を 有 す る

者 で あ る か を 問 わ ず 、 経 営 や 業 務 運 営 に つ い て 、 助 言 す る こ と 等 に よ り 影 響 力 を 与

 え る と 認 め ら れ る 者 を 含 む 。

※ 注 ２ 　 　 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の 額 は 、 当 該 契 約 の 締 結 日 に お け る 直 近 の 財 務 諸 表 に 掲 げ

ら れ た 額 に よ る こ と と し 、 取 引 高 は 当 該 財 務 諸 表 の 対 象 事 業 年 度 に お け る 取 引 の 実
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 績 に よ る 。

 

 （ ２ ） 公 表 す る 情 報

上 記 （ １ ） に 該 当 す る 契 約 先 に つ い て 、 契 約 ご と に 、 物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量 、 契 約

 締 結 日 、 契 約 先 の 名 称 、 契 約 金 額 等 と 併 せ 、 次 に 掲 げ る 情 報 を 公 表 す る 。

① 　 当 機 構 の 役 員 経 験 者 及 び 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 （ 当 機 構 Ｏ Ｂ ） の 人 数 、 職 名 及 び 当

 機 構 に お け る 最 終 職 名

 ② 　 当 機 構 と の 間 の 取 引 高

③ 　 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 に 占 め る 当 機 構 と の 間 の 取 引 高 の 割 合 が 、 次 の 区 分 の い ず れ

 か に 該 当 す る 旨

 ３ 分 の １ 以 上 ２ 分 の １ 未 満 、 ２ 分 の １ 以 上 ３ 分 の ２ 未 満 又 は ３ 分 の ２ 以 上

 ④ 　 一 者 応 札 又 は 一 者 応 募 で あ る 場 合 は そ の 旨

 

 （ ３ ） 当 機 構 に 提 供 し て い た だ く 情 報

① 　 契 約 締 結 日 時 点 で 在 職 し て い る 当 機 構 Ｏ Ｂ に 係 る 情 報 （ 人 数 、 現 在 の 職 名 及 び 当 機

 構 に お け る 最 終 職 名 等 ）

 ② 　 直 近 の 事 業 年 度 に お け る 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 及 び 当 機 構 と の 間 の 取 引 高

 

 （ ４ ） 公 表 日

契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 原 則 と し て ７ ２ 日 以 内 （ ４ 月 に 締 結 し た 契 約 に つ い て は

 原 則 と し て ９ ３ 日 以 内 ）

 

 （ ５ ） そ の 他

当 機 構 ホ ー ム ペ ー ジ （ 契 約 に 関 す る 情 報 ） に 「 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 が

行 う 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表 に つ い て 」 が 掲 載 さ れ て い る の で ご 確 認 い た だ く と と も に 、 所

要 の 情 報 の 当 機 構 へ の 提 供 及 び 情 報 の 公 表 に 同 意 の 上 で 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約 の 締

 結 を 行 っ て い た だ く よ う ご 理 解 と ご 協 力 を お 願 い い た し ま す 。

な お 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約 の 締 結 を も っ て 同 意 さ れ た も の と み な さ せ て い た だ き

 ま す の で 、 ご 了 知 願 い ま す 。

 

 １ ０ ． 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ い て

 

当 機 構 で は 、 国 よ り 示 さ れ た 「 研 究 機 関 に お け る 公 的 研 究 費 の 管 理 ・ 監 査 の ガ イ ド ラ イ ン

（ 実 施 基 準 ） 」 （ 平 成 １ ９ 年 ２ 月 １ ５ 日 文 部 科 学 大 臣 決 定 ） に 沿 っ て 、 公 的 研 究 費 の 契 約 等 に

お け る 不 正 防 止 の 取 り 組 み を 行 っ て お り 、 取 り 組 み の ひ と つ と し て 、 取 引 先 の 皆 様 に 「 国 立 研

究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 」 （ U R L ： h t t p : / / w w w . f r a . g

o . j p / h o m e / k e i y a k u / f i l e s / p l e d g e _ r e q u e s t n o t e _ c o n t r a c t 2 . p d f ） を ご 理 解 い た だ き 、 一 定 金 額

 以 上 の 契 約 に 際 し て 、 当 該 注 意 事 項 を 遵 守 す る 旨 の 「 誓 約 書 」 の 提 出 を お 願 い し て い ま す 。

公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 関 係 書 類 （ ① 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ い

て 、 ② 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 、 ③ 誓 約 書 ） は 、

 入 札 説 明 書 に 添 付 し ま す の で 、 契 約 相 手 方 と な っ た 場 合 は 、 誓 約 書 の 提 出 を お 願 い し ま す 。

な お 、 当 機 構 の 本 部 、 研 究 所 、 開 発 調 査 セ ン タ ー 、 水 産 大 学 校 い ず れ か １ 箇 所 に １ 回 提 出 し

て い た だ け れ ば 、 当 機 構 内 の 次 回 以 降 の 契 約 で は 再 提 出 す る 必 要 は あ り ま せ ん 。



用船仕様書 

 
1. 調査名 

海洋水産資源開発事業（大中型まき網：東海黄海海区） 
 
2. 調査目的 

大中型まき網漁業において、漁場や海況ならびに労働環境等の変化に対応した操業形
態の構築を図り、スリム化された船団の最適化に寄与することによって、当該漁業の持
続的な発展に資することを目的とする。 

 
3. 調査項目 
(1) 潮流計データとヨマ情報による操業可否の推定 

大中型まき網漁業では、ヨマと称する糸と鉛を組み合わせた道具を使って潮流を推測
し、操業（投網）可否を判断する。しかし、ヨマによる潮流予測は、実施者、船団、地
域等によって異なり、若手乗組員等に当該技術を伝承するためには、ヨマ情報の標準
化、定量化等が必要となる。そこで、本事業では、潮流計データ、ヨマ情報、操業情報
等に関する基礎的データを収集し、これらの関係をパターン化する。これにより、潮流
計データ等からのヨマ情報の推測および潮流計データとヨマ情報の同化等を試みると
共に、潮流計のみを用いた操業の可能性について検証を行う。 

 
(2) 大目合を導入した改造漁具による操業調査 

東海黄海海区のうち、特に東シナ海では、漁場特有の複雑な潮流の影響により、数日間
にわたり操業機会が失われること、また、無理に操業した場合に漁具が破損（破網等）
することがある。収益性の向上には、操業機会の増加が必要であり、このような環境で
も安全に操業でき、かつ漁獲が得られる網漁具の開発が求められている。身網の一部を
大目合化した改造漁具を用いて、主に東シナ海で操業調査を実施する。集魚中及び投網
前後の推定魚群量、漁獲量情報、沈子到達深度及び沈降速度を定量化し、改造漁具の有
効性について評価する。 

 
(3) 長期鮮度保持による品質に関する調査 

大中型まき網漁業による漁獲物は、魚倉に投入されてから水揚げまで、砕氷等によって
生鮮で保蔵される。特に東シナ海南部等の遠方漁場における操業では、漁場と水揚げ市
場間の移動に数日間を要する一方で、漁獲物を効率的に運搬するためには魚倉の充満
率を高めることが望まれる。そのため、魚倉内で長期間にわたり生鮮で保蔵する技術開
発が求められている。ここでは、漁獲物の一部を魚倉内でスラリーアイス※1 処理によ



って従来の 2～3 倍程度の期間保蔵し、砕氷、海水及び塩で保蔵される従来処理による
漁獲物と同程度の品質を保持させることが可能であるか実証する。水揚げされた漁獲
物の一部は、鮮度評価のためのサンプルとして保存するとともに、試験販売に供する。
魚倉内の温度と漁獲物の品質との関係を把握するために、漁獲物の投入から水揚げま
での温度推移を記録する。 
※1 微小な氷粒子と水溶液が混在した液状氷のこと。氷スラリー、フローアイス、リキッドアイス

およびシャーベット氷等、様々な名称で呼ばれる。 

 
(4) 水中灯等による魚種選択に関する調査 

船団に割り当てられた漁獲枠の中で収益性を高めるためには、マーケットが必要と
する魚種を供給することが望ましい。そのためには、季節等に応じて特定の魚種を選
択的に漁獲する技術開発が必要となる。投網前にあじ類、さば類の魚群が確認された
場合、水中灯等の運用によって、あじ類を主体に漁獲する手法を検討する。集魚中に
水中カメラ等を垂下させ、魚群中の魚種組成を確認し、操業判断の材料とする。 

 
4. 船舶要目 
(1) 網船 

① 漁業種類：大中型まき網漁業 
② 航海能力：1 か月間程度の無寄港航海が可能であること。 
③ 総トン数：199 トン以上 
④ 漁労設備等 

1) 漁具： 
アジサバ用まき網 2 式以上を保有すること。内、1 式を調査開始時までに身網沈
子側を大目化した改造漁具として準備すること（身網沈子側の 35％程度を 210mm
程度に大目合化することを想定している。詳細については、別途協議の上、当機構
担当職員の指示に従うこと）。 

2) 漁労設備：まき網投揚網設備一式を有すること。 
⑤ 付帯設備 

1) 航海および漁労計器等： 
GPS、プロッター、航海レーダー、スキャニングソナー、マルチビームソナー、魚
群探知機、方向探知機、潮流計、デジタル水温計、風向風速計、船舶電話、ファク
シミリ、ネットゾンデ、集魚灯、水中灯を有すること。付属作業船にスキャニング
ソナー、魚群探知機、潮流計を有すること。 

2) 作業場所等： 
調査員がデータ処理等のために優先的に使用可能な個室、机、照明、電源を有する
こと。 



3) 保冷設備： 
冷蔵製品の積載が可能であること。 

4) 冷却設備： 
スラリーアイスを製造する機械を有すること（（3）運搬船に搭載でも可）。 

5) その他有していることが望ましい設備（必須条件とはしない） 
(ア) AIS（自動船舶識別装置） 
(イ) 気象、海象及び海洋環境情報等の配信システム（例：一般社団法人漁業情報

サービスセンターが提供する「エビスくん」など。） 
⑥ その他 

1) 最大積載人員中に、その他の乗船者として 2 名以上を含むことができること。 
2) 本船は以上の要件の他、法令で定められた設備や、調査航海に支障を来さない相応

の設備および付属品を備え、かつ当該設備が適切に維持管理されていること。 
3) 東海黄海海区において操業できる許可を保有していること。 

⑦ 乗組員 
1) 乗組員数を 20 人以上とし、漁撈長、船長、機関長、通信長に加え、大中型まき網

操業が十分に行える人員が配置されていること。 
2) 漁撈長は大中型まき網漁業について十分な知識と技能を有すること。 
3) 乗組員の過半数は大中型まき網漁業の経験が 6 ヶ月以上あること。 
4) 乗組員は身体頑健にして船上労働に耐えうる者であること。 
5) 調査員と円滑なコミュニケーションが取れること。 
6) 出入港ならびに操業中は、恒常的にライフジャケットおよびヘルメットを着用す

ること。 
 
(2) 灯船 

① 漁業種類：大中型まき網漁業 
② 航海能力：1 か月間程度の無寄港航海が可能であること。 
③ 総トン数：85 トン以上 
④ 漁労設備等 

集魚設備一式を有すること。 
⑤ 漁労付帯設備 

1) 航海および漁労計器等： 
GPS、プロッター、航海レーダー、スキャニングソナー、魚群探知機、方向探知機、
潮流計、デジタル水温計、風向風速計、船舶電話、ファクシミリを有すること。 

2) その他有していることが望ましい設備（必須条件とはしない） 
水中カメラ 

⑥ その他 



1) 灯船は以上の要件の他、法令で定められた設備や、調査航海に支障を来さない相応
の設備および付属品を備え、かつ当該設備が適切に維持管理されていること。 

2) 東海黄海海区において操業できる許可を保有していること。 
⑦ 乗組員 

1) 乗組員数を 6 人以上とし、船長、機関長が確保されていることに加え、大中型ま
き網操業が十分に行える人員が配置されていること。 

2) 船長は大中型まき網漁業について十分な知識と技能を有すること。 
3) 乗組員の過半数は大中型まき網漁業の経験が 6 ヶ月以上あること。 
4) 乗組員は身体頑健にして船上労働に耐えうる者であること。 
5) 調査員と円滑なコミュニケーションが取れること。 
6) 出入港ならびに操業中は、恒常的にライフジャケットおよびヘルメットを着用す

ること。 
 
(3) 運搬船 

① 漁業種類：大中型まき網漁業 
② 航海能力：1 か月間程度の無寄港航海が可能であること。 
③ 総トン数：300 トン以上 
④ 漁労設備等 

漁獲物の積込み及び運搬が可能な設備一式を有すること。 
⑤ 漁労付帯設備 

1) 航海および漁労計器等： 
GPS、プロッター、航海レーダー、スキャニングソナー、魚群探知機、方向探知機、
潮流計、デジタル水温計、風向風速計、船舶電話、ファクシミリを有すること。 

2) 保冷設備： 
冷蔵製品を 150 トン以上積載可能であること。 

3) 冷却設備： 
魚倉に冷却コイルが設置されていること。海水を冷却する装置を保有すること。 
※網船にスラリーアイスを製造する機械が無い場合は、これを有すること。 

⑥ その他 
1) 運搬船は以上の要件の他、法令で定められた設備や、調査航海に支障を来さない相

応の設備および付属品を備え、かつ当該設備が適切に維持管理されていること。 
2) 東海黄海海区において操業できる許可を保有していること。 

⑦ 乗組員 
1) 乗組員数を 8 人以上とし、船長、機関長に加え、大中型まき網操業が十分に行え

る人員が配置されていること。 
2) 船長は大中型まき網漁業について十分な知識と技能を有すること。 



3) 乗組員の過半数は大中型まき網漁業の経験が 6 ヶ月以上あること。 
4) 乗組員は身体頑健にして船上労働に耐えうる者であること。 
5) 調査員と円滑なコミュニケーションが取れること。 
6) 出入港ならびに操業中は、恒常的にライフジャケットおよびヘルメットを着用す

ること。 
 
5. 用船期間 
(1) 用船開始日：令和 7 年 4 月 16 日（未定港） 

用船解除日：令和 7 年 9 月 5 日（未定港） 
（注）ただし、用船開始・解除の日程、場所は開発調査センターと船主の協議により決
定、変更可能とする。 

(2) その他 
① 用船期間中、計 5 回の航海を予定する。 
② 水揚げ港は、博多漁港、唐津港、枕崎漁港、新長崎漁港、調川港のいずれかを予定

する。 
 
6. 調査海域 

東海黄海海区（最大高潮時海岸船上島根山口両県界北西の線以南の日本海、黄海、東シ
ナ海及び南シナ海の海域） 

 

 
図 2 主たる調査海域（点線で囲った箇所を示す） 

 
7. 担当研究所 

開発調査センター 
 



8. 船舶に搭載するコンピューターまたは乗組員の使用するコンピューター並びに電磁記
録媒体のセキュリティーチェック 

(1) 船舶に積載する一切のコンピューター及び電磁的記録媒体については、用船開始時又
は寄港地からの出港時にセキュリティーチェック（コンピューターウイルスの排除処
理）を行うこと。 

(2) 上記（１）のチェックは、船主または乗組員が用意した最新のウイルスに対応した検
知・排除用のデータに基づいて行うか、調査員が用意するウイルスチェック用のソフト
ウエア（注）の何れかで行うこと。 
（注）調査員は、マイクロソフト社の【Microsoft Defender】を持参する予定であるが、このソフトウエアに起因

する故障やデータの破損等については、一切、開発調査センターでは保障しない。したがって、契約者または乗組

員がセキュリティーチェックを行うことが望ましい。 

 
9. その他 
(1) 詳細については担当職員の指示に従うこと。 
(2) 運航に関する事項については、本仕様書に定めるものの他、「調査船に関する用船仕様

書」によるものとする。 
(3) 用船契約期間中に消費した燃油は当機構が別途契約により供給するものとする。 
(4) 本件を請け負う者は、同一船舶において当事業を除き、漁業に関する調査を目的とした

国・地方自治体・法人等から委託される事務、事業及び補助金と重複があってはならな
い。 

 



 

 

調査船に関する用船仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 



第一章 総  則 

 

１ 用船（以下「本船」という。）は国立研究開発法人水産研究・教育機構

（以下「機構」という。）を使用者とし、調査に従事することを目的とす

る。 

２ 本船は漁船法、船舶法、船舶安全法、電波法、海上衝突予防法、その他

関係法令の規定に適合するものであり、かつ、所要の検査を受けこれに合

格したものであること。 

   なお、国際航海に従事する場合にあっては、所要の条件を満たすもので

なければならない。 

３ 本船は、機構が指定する海域において、調査を行うため、調査員等の指

示に従い本船を運航しなければならない。 

   ただし、関係法令に定める船長の権限に及ぶものではない。 

４ 本船の乗務員の服務については、第三章「乗組員の服務に関する注意事

項」のとおりとする。 

５ 本船は、調査員等の適当な居住設備を準備するとともに、その任務に必

要な便宜を与えなければならない。 

６ 本船の乗務員は、船舶職員法に規定する資格を有する職員とし、調査に

ついて、別に必要な員数を定める。 

７ 本船には次の設備を備えなければならない。 

（１）標 識 

   本船の用船中においては、機構が貸与した機構旗を船橋周辺の見えやす

い場所に掲げること。 

（２）諸設備 

   本船は法律で定められた設備を備え、かつ、維持管理をすること。 

８ 本船は船舶要目表、海員（乗組員）名簿、有効な船舶検査証書、船舶検

査手帳、船舶国籍証書及び無線局免許状、船舶整備記録簿及び漁船原簿を

提示しなければならない。 
９ 本船の船内には緊急事態に備えた連絡体制及び対応マニュアルを備えな

ければならない。 
１０ この仕様書によることが困難である場合においては、機構及び船舶所有

者が別途協議の上決定するものとする。  
 
 



第二章 調査船 

 

  調査船については、第一章総則の定めによるほか下記によるものとする。 

 

１ 本船はそれぞれの調査の目的を達成できる船型、漁ろうに関する諸設備

を有するものとする。また、調査の実施については、別に定める調査要領

によるものとする。 

２ 本船の行動日数は同調査要領に定められた日数とする。 

ただし、調査実施上やむを得ず調査計画を変更した場合には、機構が認

めたその日数とする。 

３ 本船は調査船として次の設備を備えなければならない。 

（１）標 識 

   外国の２００海里水域において調査を実施する場合であって、当該外

国の法令又は漁業協定等で調査船の標識が義務づけられている場合に 

は、その定められた標識を塗装又は掲示すること。 

（２）諸設備 

  ア 本船は、調査実施上必要とする漁ろう設備等を常時作動できる状態

に維持管理すること。 

  イ 本船は、荒天下にあっても安全に漁獲物の調査、測定が行い得る専

用の場所を確保すること。 

  ウ 本船は、よりよい船位を把握するため、精度の高い位置測定用航海

計器を備えること。 

    なお、前記１に定めるもののほか、特殊な設備、漁具又は機器を必

要とする場合は、機構及び船舶所有者と協議の上決定するものとする。 

４ 調査に付随して採補された漁獲物等は全て機構に帰属するものとし、調

査用標本を除きその処理に係る具体的方法については、別途調査員が指示

するものとする。 



第三章 乗組員の服務に関する注意事項 
 
 １ 船長は、調査員等の指示を受け、乗組員を指揮監督して船務及び業務一

切を処理統轄し、調査の遂行に協力すること。 
 ２ 船長は、船体の構造、操船上の性能及び機関の能力等を十分に把握の上

自船の保安及び能率的な運航に努めること。 
 ３ 船長は、業務を遂行する上で支障をきたさないよう、出航前の検査を行

い、船体、機関、無線機器及び航海計器その他属具の整備点検に心がける

こと。 
４ 船長は、気象条件の変化に留意し、特に、荒天の際は自船の保安に十分

な措置をとること。 
５ 船長は原則として次の場合には船橋で指揮をすること。 
（１）出入港及び転描のとき 
（２）狭水道及び漁船が密集して操業する海域を航行するとき 
（３）視界不良及び海難救助のとき 
（４）調査のとき 
（５）その他船舶に危険のおそれがあるとき 
６ 一等航海士は船長を補佐し、その命を受け船務及び業務を処理するとと

もに船員の秩序維持等の管理にあたること。 
７ 乗組員の勤務について、船長が必要と認めるときは、通常の勤務時間の

割振りによらない勤務方法を命ずることがあること。 
８ 乗組員は次の事項を守ること。 
（１）上長の職務上の命令に従うこと 
（２）職務を怠り、また、他の乗組員の職務を妨げないこと 
（３）船長の指定するときまでに乗船すること 
（４）船長の許可なく下船しないこと 
（５）船長の許可なく端艇その他重要な属具を使用しないこと 
（６）船内の食料又は清水を浪費しないこと 
（７）船長の許可なく電気若しくは火気を使用し、又は禁止された場所で喫

煙しないこと 
（８）船長の許可なく日用品以外の物品を船内に持ち込み、又は船内から物

品を持出さないこと 
（９）船内において争闘、乱酔その他粗暴の行為をしないこと 
（10）その他船内の秩序を乱すようなことをしないこと 

（11）出入港時及び操業中は、恒常的にヘルメット及びライフジャケットを

着用すること 



 ９ 乗船乗務中の当直者は次の事項を遵守すること。 

 （１）見張りを厳重にし、みだりに船橋を離れないこと 

 （２）船長から指示された事項に留意し、その遂行に努めること 

 （３）当直者は船内を巡検し、火気、浸水その他航行の支障となるような 

原因の防除に努めること 

１０ 船長は、停泊中においても、自船の保安、見張り等のため、停泊当直

を行わせること。 

１１ 機密の保持について 

 （１）船舶の行動等職務上知り得た事実を外部の者に漏らさないこと 

 （２）船内機密書類については、船長が保管し、取扱については十分注意 

すること 

 （３）外来者に対し船長の許可なく乗船させないこと 



漁獲物販売委託業務仕様書 

 
1. 調査名 

海洋水産資源開発事業（大中型まき網：東海黄海海区） 
 

2. 業務目的等 
本業務は、国立研究開発法人水産研究・教育機構（以下、「機構」という。）が用船の目
的である調査を実施することにより取得する漁獲物について、適切な販売収入を得る
ため、水揚げ港の選定、水揚げ作業の調整、販売に係る諸手続き、販売結果の報告及び
代金の回収にかかる業務等を行う。なお、本業務を実施する場合、第三者へ委託するこ
とを妨げない。 
 

3. 予定水揚げ港 
博多漁港、唐津港、枕崎漁港、新長崎漁港、調川港 
 

4. 業務期間 
自）令和 7 年 4 月 16 日 
至）令和 7 年 9 月 5 日 
 

5. 予定水揚げ数量及び主な漁獲物 
(1) 予定水揚げ数量：約 1,250 トン（約 5 か月間） 
(2) 主な漁獲物：大中型まき網漁業で漁獲した漁獲物（主にあじ、さば類等） 

 
6. 手数料率 

本件に係る手数料率の上限は、１．０％とする。 
なお、上記の率により計算される手数料には、市場又は販売先が差し引く手数料及び同
社が手配した水揚げ及び販売に係る直接経費は含まれないが、契約者が第三者に本業
務の一部又は全部を委託した場合の手数料及び直接経費は全て含まれることとする。 
 

7. 業務内容  上記５．の漁獲物販売に係る以下の業務を行うこと。 
(1) 予定する港の水揚げ及び販売に係る手続き、手配に関する事項 

① 当機構の漁獲物が適切な価格で販売できるよう、市況及び各市場の問屋等を通じて
情報を収集し、適切な水揚げ港・市場を提案すること。 

② 市場に対して入港日、漁獲物明細を連絡し、当機構と打ち合わせのうえ、販売方法
（市場上場、倉入の割合等）の調整を図ること。 



③ スムーズに市場上場ができるように、市場において必要な手続について行うこと。 
④ 漁獲物の単価向上のため、仲買人への漁獲物（製品）の PR 等を行うこと。 

(2) 対象漁獲物の相場及び需給状況の情報提供に関する事項 
当機構の販売戦略に役立つよう、各港における市況等の情報提供を行うこと。 

(3) 水揚げ及び漁獲物検量の立ち合いに関する事項 
原則、全ての水揚げ立ち会いを行うこと。なお、やむを得ず立ち会うことができない場
合は事前に当機構と協議し、対応を決定すること。 

(4) 販売結果の報告に関する事項 
販売結果については、事前に当機構と報告方法を調整し、証拠証票（市場仕切書等）を
添付して提出すること。 

(5) 販売代金の当機構への送金に関する事項 
販売代金は、一航海毎を取りまとめ、業務委託手数料分を差し引いた額を遅滞なく当機
構指定の口座に振り込むこと。 

 
8. その他 

漁獲物の販売に係わる上記以外の業務が発生した場合は、担当職員の指示によるもの
とする。なお、詳細については、担当職員の指示に従うこと。 



３／４

２／４

４／１０

生産奨励金歩合

①　生産原価の４／１０～２／４までの部分×30％

②　生産原価の２／４～３／４までの部分×40％

③　生産原価の３／４以上×50％

生産奨励金＝（　①　＋　②　＋　③　）　×　４／１０

支払う用船料＝用船料＋生産奨励金

※ 用船料は各月払い、生産奨励金は契約期間終了後の精算払い

燃油＋入漁料

生産奨励金の考え方

用 船 料

生産原価 販売収入金額
（用船料＋燃油＋入漁料） （販売金額－販売経費）

生
産
奨
励
金

40 ％

30 ％

50 ％


